
１　任免及び人数の状況

　(1) 採用の状況（令和３年４月１日採用）

　(2) 退職の状況(令和３年度)

　(3) 職員数の状況
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２　令和２年の人数は、令和２年４月１日現在の人数です。
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４　〔　〕内は、条例定数の合計です。
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令和３年度遠野市人事行政の運営等の状況
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　行政運営の透明性を高めるため、市職員の給与や勤務条件などについて、地方公務員法及び条例に基づ
き、人事行政の運営等の状況についてお知らせします。
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　　イ　年齢別職員数（令和３年４月１日現在）

　　ウ　一般行政職の級別職員数等の状況（令和３年４月１日現在）

　　エ　定員管理計画の数値目標

　　オ　定員管理計画の進捗状況（実績）の概要　各年４月１日 (単位：人)

２　人事評価の状況

３　給与の状況

　(1) 人件費の状況(普通会計決算)

　(2) 職員給与費の状況(普通会計決算)

課長補佐、副主幹

区分

終　期

職員数標準的な職務内容

5.7%

参　考

23.1%

主事、技師

１年前の構成比 ５年前の構成比

333数値目標

令和８年

２人の減

令和７
年

335

5.8%

１級

構成比

職員数 24

14.1%
9.3%

３　職員を職種別に区分すると、一般行政職（一般事務職員）、税務職（税務課職員）、医療職
　（看護師、保健師、医師、栄養士）、企業職（水道事務所職員）、技能労務職（用務員、調理
　員）などがあります。表では、職員の大半を占める一般行政職を掲載しました。

22.9%
31.3%

13.4%
10.7%

7.0%

２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

13 5.6%
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－ 336

令和３年度
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１　行政職給料表の級区分による職員数です。
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始　期
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１　職員手当には、退職手当を含みません。
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（注）計画期間は、令和３年度～令和７年度までの５年間です。（第４次遠野市定員管理計画）
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　地方公務員法の改正により、平成28年度から人事評価制度が法律上の制度として導入されまし
た。
　本市においても、「遠野市職員の人事評価実施規程」により、評価項目の明示や評価結果の本人
への開示などの仕組みを導入し、能力評価及び業績評価の両面から評価して人事管理の基礎とする
ことを定めています。
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２　職員数は、令和２年４月１日現在の職員数です。
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　(3) ラスパイレス指数の状況(令和３年４月１日現在)

　(4) 職員の平均年齢、平均給料月額の状況(令和３年４月１日現在)

円 円
歳 歳
円 円
歳 歳

　(5) 職員の初任給の状況（令和３年４月１日現在）

円 円
円 円

　(6) 経験年数別・学歴別平均給料月額（令和３年４月１日現在）

円 円 円
円 円 円

　(7) 期末勤勉手当（令和３年４月１日現在）

　(8) 退職手当（令和３年４月１日現在）

指　数

33.27075月分

150,600

325,827
43.0

331,000

　３級５％　　６級13％
　４級７％　　７級15％
　５級９％

47.709月分

支
給
率

平均給料月額とは、令和３年4月1日現在におけるそれぞれの職種ごとの職員の基本給の平均です。

19.6695月分

遠野市

勤 続 20 年
28.0395月分

97.2

24.586875月分

－

（注）一人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。

39.7575月分 47.709月分
33.27075月分

24.586875月分

47.709月分

２～45％加算

1,838万円

一般行政職
大学卒
高校卒

区　　分

0.905

自己都合

250,900

平均給料月額

区　　　分

173,200

280,517

期末手当

高校卒
大学卒

初任給

151,900

遠　野　市

50.9

初任給
182,200

勧奨・定年

310,000

28.0395月分

－

2.60
1.81

最 高 限 度 額

247,200

経験年数20年

286,947

経験年数とは、卒業後すぐに採用され、引続き勤務しているときの採用後の年数です。

遠野市

勤勉手当

類似団
体

47.709月分
47.709月分

勤 続 35 年 39.7575月分

－

－

－２～45％加算

定年：無
勧奨：4～8号給

定 年 前 早 期 退 職
特 例 措 置

47.709月分

国
勧奨・定年

1.300

勤 続 25 年
19.6695月分

経験年数10年 経験年数15年

12月期

328,200

区分

216,700

２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均し
　たものです。
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計

国

一般行政職

全国市
平均
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遠野市

退 職 時 昇 給

（注）

区　　　分

（注）

国

43.8

遠野市区　　　分

98.8

１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の月額給料を100とした場合の水準を示す指数です。

97.5

平 均 年 齢

平 均 年 齢
平均給料月額

一般行政職

1.300
６月期

0.905

47.9
技能労務職

一般行政職の加算率

308,700

一人当たり平均支給額
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　(9) 地域手当（令和３年４月１日現在）

　(10)特殊勤務手当（令和３年４月１日現在）

　(11)時間外勤務手当

１回につき380円

深夜の一部を含む勤務（深
夜における勤務時間２時間
未満の場合）１回につき410
円

深夜の全部を含む勤務１回
につき980円

千円

深夜の一部を含む勤務(深夜
における勤務時間２時間以
上の場合)１回につき650円

医師の診療行為にかかる
医学向上業務

支給単価

支給職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算）

千円

月額70万円以内で市長が定
める額

国民健康保険診療所
に勤務する医師

235,200

12.3

　円

支給職員の１人当たりの平均支給年額（令和２年度決算）

　％

出張診療手当
国民健康保険診療所
に勤務する医師

9,625

火災等出動手当

45,935 千円

１回につき240円
救急救命士の資格を

救急業務

往診につき往診料(医師派遣
料を含む。)の２分の１に相
当する額

医学研究手当

１回につき510円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和２年度）

月額30万円以内で市長が定
める額

支給実績（令和２年度決算）

夜間特殊業務手当

国民健康保険診療所
に勤務する医師

正規の勤務時間による勤
務の一部又は全部が深夜
(午後10時から翌日の午
前５時までの間をい
う。)において行われる
業務

当該診療所以外の診療所
に出張し、診療する業務

火災その他災害業務

0千円

往診手当

救急業務手当

主な支給対象職員

0千円

153

消防職員

上記以外の消防職員
救急業務

手当の名称
手当の種類

主な支給対象業務

支給実績（令和２年度決算）

支給実績（令和２年度決算）

消防職員

往診(死体検案のための
医師派遣を含む。)業務
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　(12) その他の手当(令和３年４月１日現在)

同じ 千円 円

異なる 千円 円

同じ 千円 円

同じ 千円 円

同じ 千円 円

同じ 千円 円

異なる 千円 円

同じ 千円 円

同じ 千円 円

同じ 千円 円

同じ 千円 円

(令和２年度決算)

初任給調
整手当

支給実績
国の制
度と異
なる内
容 （令和２年度決算）

支給職員１人当たり

23,760 105,600

単身赴任
手当

内容及び支給単価
国の制
度との
異同

254,400

平均支給年額

45,283

休日に勤務を命ぜられた職員に支給
（１時間：勤務１時間当たりの給与
額の135／100）

医療職給料表の適用を受ける医師に
支給

管理又は監督の地位にある職員に支
給（部長級41,200円、課長級28,000
円、地区センター所長等26,500円）

11月から3月までの各月の初日に在職
する職員に支給（月額：7,360円～
17,800円）

異動に伴い、住居を移転し、やむを
得ない事情により、同居していた配
偶者と別居することとなった職員に
支給（月額30,000円、交通距離によ
る加算有り）

0

交通用具
利用者の
使用距離
区分が異
なる。

寒冷地手
当

管理職手
当

臨時又は緊急の必要により管理職員
等が週休日又は休日等に勤務した場
合に支給（勤務１回：6,000円又は
4,000円）

休日勤務
手当

支給単
価

正規の勤務時間として午後10時から
翌日の午前５時までの間に勤務する
ことを命ぜられた職員に支給（１時
間：勤務1時間当たりの給与額の25／
100）

21,867

0

扶養手当

手当名

扶養親族である配偶者6,500円。子
10,000円。父母等6,500円。16～22歳
の子がいる場合5,000円加算

301,200

0

3,838

8,501

19,462 381,600

宿直又は日直の勤務命ぜられた職員
に支給（勤務１回4,200円）

宿日直手
当

0

67,700

借家・借間は、家賃23,000円以下の
場合12,000円を控除した額。23,000
円を超える場合は、超えた額の１／
２（16,000円を限度）に11,000円を
加算した最高支給限度額27,000円

通勤手当

住居手当

交通機関利用者上限は、50,000円。
交通用具利用者は、２㎞以上の者に
対し、2,250円から24,500円の範囲で
距離に応じて支給

管理職員
特別勤務
手当

4,977,600

0

93,600
夜間勤務
手当

0

184,800

4,978

15,060
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（13）　特別職の報酬等の状況（令和３年４月１日現在）

４　勤務時間その他の勤務条件の状況

　(1) 勤務時間の状況（令和３年４月１日現在）

　(2) 年次休暇の状況（令和３年１月１日～12月31日）

（注）

　(3) 病気休暇の状況（令和３年度）

６月期　1.55月分　　　 　計　3.1月分
12月期　1.55月分

６月期　1.625月分　　　　計　3.25月分
12月期　1.625月分

区　　　分 人数

14上記以外

議 長

Ａ
総取得日数

Ｂ

0結核性疾患

21.9

平均取得日数

２　全対象職員とは、令和３年１月１日から令和３年12月31日までの全期間を在職した一般職員の
数をいいます。なお、当該期間の中途に採用された者及び退職した者並びに当該期間中に育児休
業、休職の事由がある職員並びに派遣職員は除くものとします。

人
Ｃ

総付与日数

退
職
手
当

市 長

教 育 長

給料月額×在職月数×0.4038

報
酬

326,000円

教 育 長 568,000円

給料月額×在職月数×0.1800

１週間の
勤務時間

区　分

38時間45分 正午から午後１時

１　総付与日数とは、令和３年１月１日現在において各職員に付与された日数（前年からの繰越分
　を含む。）の全対象職員の合計です。

給　料　月　額　等
789,000円市 長

給
料

勤務時間

午前８時30分から午後５時15分まで

日

勤務時間の割振り

任期ごと

副 議 長
375,000円

8,186.9

Ｂ／Ｃ

休憩時間

654,000円

　支給時期

任期ごと

207

期
末
手
当

302,000円

議 長
副 市 長

日

副 議 長

市 長

全対象職員数

8.7
日 ％

議 員
　　算　定　方　式

副 市 長

議 員

1,790.7

消化率
Ｂ／Ａ

公務上又は通勤による負傷若しくは疾病

（注）　令和３度に１週間以上連続して病気休暇をした人数です。

1

副 市 長 給料月額×在職月数×0.2328 任期ごと
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　(4) 特別休暇の導入状況（令和３年４月１日）

妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

６週間(母性保護のため必要がある場合にあっては８週間、多胎妊娠の場
合にあっては14週間)以内に出産する予定である女性職員が請求した場合

市長が定める期間内にお
ける３日の範囲内の期間

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員
が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うこと
をいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

生理日の就業が著しく困難であるとして請求した場合

障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として
身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若し
くは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずること
を目的とする施設であって市長が定めるものにおける活
動

出産した場合

生後１年６月に達しない子を育てる職員が、その子の保育のための時間を
請求した場合

妊娠中又は出産後１年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141
号)第10条の保健指導又は同法第13条の健康診査を受けるため勤務しない
ことが相当であると認められる場合

結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事
等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

一の年において５日の範
囲内の期間

市長が定める期間内にお
ける連続する７日の範囲
内の期間

10日の範囲内の期間
妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(病気休暇に該当するものを除
く。)のため勤務することが著しく困難であると認められる場合

上記に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障
害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに
支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

２日の範囲内の期間

市長の定める範囲内の期
間

出産の日までの請求した
期間

勤務時間の始め又は終わ
りにおいて、１日を通じ
て１時間を超えない範囲
内の期間

一の年において５日の範
囲内の期間（２人以上の
場合は10日）

出産の日の翌日から８週
間を経過する日までの期
間

１日２回それぞれ１時間
の期間

一の年において５日の範
囲内の期間（２人以上の
場合は10日）

配偶者、父母、子、配偶者の父母等で負傷、疾病又は高齢により２週間以
上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護その他市長が
定める世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当と
認められる場合

妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度又は当該職員が
通勤に自動車等を使用する場合の通勤経路の渋滞の程度が、母体又は胎児
の健康保持に影響があると認められる場合

自発的に、か
つ、報酬を得な
いで社会に貢献
する活動(専ら
親族に対する支
援となる活動を
除く。)を行う
場合

予防接種又は健康診断を受ける場合(法令又は任命権者の定めるところに
よる場合に限る。)

必要な期間

休暇の期間

地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した
被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布
その他の被災者を支援する活動

必要と認められる期間

区　　　　　分

骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の
提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は
配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のための骨髄若しくは
末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞を提供する場合で、当該申出又は
提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認
められるとき

必要な期間
裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議
会その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

選挙権その他公民としての権利を行使する場合

妊娠中の女性職員の業務が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認め
られる場合

適宜休息し、又は補食す
るために必要な時間の範
囲内の期間
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　(5) 介護休暇の取得状況（令和３年度） (単位：人）

５　休業の状況

　(1) 育児休業及び育児のための部分休業の取得状況（令和３年度） (単位：人）

　(2) 自己啓発等休業（令和３年度） (単位：人）

配偶者、父母又は子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相
当であると認められる場合

必要と認められる期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間

１日の範囲内の期間

夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充
実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

6

一の年の７月から９月ま
での期間内における５日
の範囲内の期間

0

当該期間内における５日
の範囲内の期間

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の６週間(母性保護のた
め必要がある場合については８週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間)
前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの期間にある場合にお
いて、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子
を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが
相当であると認められるとき

親族の区分により１日～
10日(葬儀等のため遠隔
の地に赴く場合にあって
は、往復に要する日数を
加えた日数)の範囲内の
期間

職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い
必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる
とき

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊し
た場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であ
ると認められるとき

７日の範囲内の期間

0 00 0

0

区　　　分
令和３年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員

4

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤すること
が著しく困難であると認められる場合

女性 0 0 0

その他任命権者が必要と認めた場合

0

取得者数

6
31.6%

6

0 0 0

配偶者
の父母

祖父母

令和３年度中に新たに育児休業を取得した職員
令和３年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員の取得率

女性職員
13

0 0
0

0

その他

0

配偶者 父母 兄弟姉妹

0
00令和２年度から引続き部分休業を取得している職員

計男性職員

令和２年度中に新たに部分休業を取得した職員

男性

姉妹都市

令和２年度から引続き育児休業を取得している職員

男性

0

地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体
の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

19

0

その他

0 0

0

0

0

奉仕活動
大学等

0

外国の

0

大学

奉仕活動

0

教育施設

0 0 0

孫

大学院　

0

要介護者（職員との続柄別）

子

計

0

100.0%
4

0 0 00

その他

0 0 0 0

0
0

計
0 0 0

取得者数

0 0

0.0%

0
0

0 0 0 0 0
女性

0
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６　分限及び懲戒処分の状況

　(1)　分限処分者数(令和３年度）

　(2)　懲戒処分者数(令和３年度）

７　服務の状況

　(1) 職務専念義務免除の導入状況（令和３年４月１日）

　(2) 営利企業等の従事許可の状況（令和３年度）

８　退職管理の状況

刑事事件に関し起訴された場合

行政の運営上、特に必要と認められる会社その他の団体における職を兼ね、その職に属する事務
を行う場合

国又は地方公共団体若しくは会社その他の団体から委嘱を受けて、臨時に講演講義等を行う場合

申請件数

営利企業等の従事許可申請 25 25

処分事由 降任 免職 休職 計
0
0
0

勤務成績がよくない場合
心身の故障の場合
職に必要な適格性を欠く場合
職制、定数の改廃又は予算の減少により
廃職又は過員を生じた場合

0
0
0

0

計 0 0 0 0

戒告 減給 停職 免職

0
0

0
0
0

0

0
0

0
0

0
0
0

　地方公務員法の改正により、再就職者による依頼等が規制されるほか、退職管理の適正を確保す
るための所要の措置を講ずることとされました。
　本市においても、再就職者による依頼等の承認の手続や任命権者への再就職の届出等について定
めています。

0

0
0条例で定める事由による場合

公務外非行関係（傷害、金銭関係等の非行） 0 0 0 0
収賄等関係（収賄、横領） 0 0 0 0

給与・人余に関する不正（給与不正領得等） 0 0 0 0
一般服務違反関係（欠勤、勤務態度不良等） 0 0 0 0

0

0 0 0

研修を受ける場合

職務に関連ある試験等を受ける場合

0

0
道路交通法違反 0 0 0 0
監督責任 0

厚生に関する計画の実施に参加する場合

許可件数区　　分

職務に関連ある国又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う
場合

任命権者が特に必要と認める場合

規
則
で
定
め
る
も
の

0

計 0 0

計

0
0
0

0 0 0

処分の種類
処分事由
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９　研修及び勤務成績の評定

　(1) 研修の状況（令和３年度）

　(2) 勤務成績の評定（令和３年度）

10　福利及び利益の保護の状況

　(1) 健康診断の実施状況（令和３年度）

　(2) 福利厚生の状況（令和３年度）

　(3) 公務災害及び通勤災害の認定状況（令和３年度）

　(4) 勤務条件に関する措置の要求の状況（令和３年度）

　(5) 不利益な処分についての不服申立ての状況（令和３年度）

階層別研修

人数
実績

専門研修

分類

0 0 0

3

公費負担割合

0.0%
公費負担職員の掛金

6,893,000 14,675,000

78

21

324
249
332

実　施　状　況

81.9%204
対象者数

-

55 91.7%

受診者数

75

通勤災害 計

岩手県市町村職員互助会
計 7,782,000

遠野市職員厚生会

108 72.2%

合　　　　　　計

1,047,000
団　体　名

1,047,000

　遠野市職員厚生会（市の職員が会員）及び岩手県市町村職員健康福利機構（旧岩手県市町村職員
互助会（県内の市町村職員が会員））において福利厚生事業を行っています。

6,735,000 6,893,000 50.6%13,628,000

5

0

令和２年度末係属件数 令和３年度中の新規申立て件数 令和３年度末係属件数

2 7

0
令和３年度中の新規要求件数

47.0%

婦人検診(子宮がん）

人間ドック

ＶＤＴ検診 60
84.0%

循環器等検診
胃部検診

97.6%

回数

68

　全職員の勤務状況及び事務処理能力に関し、各所属長が評定を行い、その結果を昇給等に反映し
ています。

0
令和３年度末係属件数

0
令和２年度末係属件数

区分

婦人検診(乳がん） 81

件数
公務災害

計

項　　目
受診率

民間企業・団体等
を活用した研修

研修項目

（注）

新規採用職員研修、管理者級研修、管理者級能力開発
講座、監督者級研修、一般職員研修基礎Ⅲ等

51

政策形成講座、事務研修（人事、公営企業、税務、財
産管理等）、法規事務研修、クレーム対応研修等

岩手大学「持続可能なコミュニティー実践学」、
遠野テレビ市民キャスター研修

8

11 18

62
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